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《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、肺癌（疑い含む）に対する気管支ファイバースコピー実施

時の気管支肺胞洗浄法検査同時加算の算定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 気管支肺胞洗浄法検査は留意事項通知より、肺胞蛋白症、サルコイドー

シス等の診断のために気管支肺胞洗浄を行い、洗浄液を採取した場合に算

定するとあり、肺癌の診断目的で実施する気管支肺胞洗浄法検査の算定は

認められないと整理した。 

 


